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都市計画区域における南部・東部地域の
新たな⼟地利⽤制度の運⽤開始について



１

市街化調整区域における⼟地利⽤制度の⾒直し（３⽉の発表概要）

① 南部・東部地域の地理的特性や、施策の取組状況に応じて、産業・商業・観光の振興や
居住に資する施設の立地に関する土地利用制度の運用を見直します。

② 南部・東部地域の市町村がまちづくり方針を策定し、地域振興に資するとして認める施設に
ついては、許可対象とします。

○ このため、南部・東部の市街化調整区域内の無秩序な市街化に繋がらない範囲で、地域が求める
将来像に沿った土地利用や必要な施設の立地が行えるよう、以下のとおり土地利用制度を見直す
こととしました。

○ 本県の南部・東部地域は、地域コミュニティや生活基盤の維持が困難な状況で、移住・定住支援や
雇用機会の増大による地域経済の活性化が優先的に取り組むべき喫緊の課題となっています。



２

新たな⼟地利⽤制度の運⽤開始について

○ 今般、県が定めている都市計画法第３４条に基づく「開発許可基準」（市街化調整区域の立地の
基準）の見直し(参考資料２）を行いました。

○ 併せて、市町村が地区計画を策定する際に参考とする「市街化調整区域の地区計画ガイドライン」
の改正（参考資料３）および市町村が「ふるさとの保全と活用の方針」を策定するための手引き
（３月発表時の「まちづくり方針」）を作成（参考資料４）しました。

基準等の見直しが完了したことから、１０月３１日より運用を開始します。

○ 本来、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則、開発行為は認められていませんが、
都市計画法第３４条各号のいずれかに該当する場合は許可の対象となります（参考資料１）。



３

新たな⼟地利⽤制度の運⽤開始について

○ 運用開始にあわせて、 奈良県県土利用政策課
ホームページに、「南部・東部地域の土地利用制度について」
新たなページを開設します。
○ このページでは、これまで各課に分かれて掲載して
いた南部・東部地域における土地利用制度に関連する
情報を集約し、制度の内容等をわかりやすく発信します。
（URL:https://www.pref.nara.jp/70291.htm）

※ なお、６月に発足した「天理市及び桜井市の東部山間地区における土地利用等に
関する勉強会」は、これまでに２回(6/26、8/7）開催、また現地視察（9/2)も行い、
両市の課題等を把握したところ。
引き続き、必要な対応方策について検討を行い、年度内に方向性を示す予定。

▼ホームページ掲載イメージ



都市計画法に基づく開発許可の概要

●法３４条１号●法３４条２号●法３４条３号●法３４条４号●法３４条５号●法３４条６号●法３４条７号●法３４条８号●法３４条９号●法３４条１０号（地区計画）●法３４条１１号●法３４条１２号●法３４条１３号●法３４条１４号 ・ 提案基準１・ 提案基準９・ 提案基準１８ （☆）・ 提案基準２１・ 提案基準２５ （☆）・ 提案基準２６ （☆）・ 提案基準４０

市街化区域
優先的・計画的に市街化
を促進すべき区域

市街化を抑制すべき区域

市街化調整区域の立地基準※県が開発許可を行うにあたっての審査基準

市街化調整区域の地区計画ガイドライン※市町村が地区計画を策定する際に参考とする手引き
☆ ふるさとの保全と活用の方針策定の手引き※地域の実情に応じた効果的なまちづくりの方向性を位置付けるため、南部・東部地域の８市町村がふるさと方針を策定するための手引き

・・・・・・・・・・・・・・・
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【基準（県）】 【技術的助言（県）】【法律（国）】 参考資料１

※今回の見直しでは、赤字の基準等について作成・改正します。

●法３４条１号の基準（☆）●法３４条２号の基準（☆）
●法３４条７号の基準●法３４条９号の基準（☆）
●法３４条１４号の提案基準

・・・・・・・・・・・・・・・

都市計画法34条※開発行為が次のいずれかに該当する場合でなければ、許可できない。
市街化調整区域



都市計画区域に含まれる南部・東部地域 ： 五條市、御所市、宇陀市、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町課題 移住・定住支援や雇用機会の増大による地域経済の活性化が優先的に取り組むべき課題過疎地域の集落は、地域コミュニティや生活基盤の維持が困難人口減少下、都市計画制度についてこれまでと同様の規制を適用することの課題 ●南部・東部地域のふるさとの保全と活用の方針（※）を策定し、地域振興に資するとして認めるものについては、許可対象とする。●南部・東部地域の地理的特性や、施策の取組状況に応じて、産業・商業・観光の振興や居住に資する施設の立地に関する土地利用制度の運用を見直す。都市計画区域における南部・東部地域の土地利用制度の見直し方針 （令和７年３月）

※※※※ ふるさとの保全と活用の方針とは、県との協議を経て市町村が策定し公表されたものをいう。

方針 「市町村まちづくり方針」の名称を『ふるさとの保全と活用の方針』と定めました。

５

市街化調整区域の⽴地基準の改正概要 参考資料２



市街化調整区域の地区計画ガイドラインに関する改正概要

① 産業振興に関する地区計画
市街化調整区域における産業の振興に資する工場等の施設の立地について、面積要件等を緩和。改正前 改正後市街化調整区域の地区計画の策定にあたっては、面積要件を１ha以上とし、全ての区画において土地利用計画が具体化していることが要件。 市街化調整区域の地区計画の策定にあたっては、面積要件を0.3ha以上とし、１区画のみの土地利用計画が具体化している段階でも策定可。

② 住宅に関する地区計画
市街化調整区域における既存集落の維持・活性化や、移住・定住に資する対策を講じることができるよう、面積要件等を緩和。

既存集落で市街化調整区域の地区計画の策定するにあたっては、面積要件を１ha以上とし、駅や市役所等の周辺で５０戸以上の建築物が連なっていることが立地要件。 市町村長が、地域コミュニティの維持等を図るため、適切な立地要件・面積要件を判断したうえで、必要と認める集落においては、策定可。

南部・東部地域の地理的特性や施策の取組状況を鑑み、産業振興や居住に資する施設の立地に関する地区計画
制度の運用を、以下のとおり見直しました。

改正前 改正後

※都市計画区域に含まれる南部・東部地域（五條市、御所市、宇陀市、高取町、明日香村、吉野町、大淀町、下市町）に限る※市町村マスタープランとの整合が必要

６

参考資料３



ふるさとの保全と活用の方針の概要
「ふるさとの保全と活用の方針」策定の背景と目的

○本県の都市計画区域に含まれる南部・東部地域の８市町村は、平野部と一律の基準では、必要とされている施設の立地や新たな土地利用
ニーズへの対応が困難状況であった。

○このため、市町村が「ふるさとの保全と活用の方針」を策定した地区については、市街化調整区域の無秩序な市街化を促進しない範囲で
地域の将来像に沿った土地利用や施設の立地を可能とすることとした。
○「ふるさとの保全と活用の方針」は、市町村が地域住民等の意見も聞きながら、地域の自然環境等の「保全」と「活用」の両立を目指し、地域
の実情に応じた持続可能なまちづくりの方向性を位置づけるもの。

「ふるさとの保全と活用の方針」に定める事項

（１）目的・趣旨
１）ふるさと方針策定の目的、必要性
２）上位・関連計画との整合

（２）対象区域と区域別土地利用方針
１）対象区域の名称
２）対象区域
３）対象区域の現状と課題、施策・取り組み状況
４）対象区域が目指すビジョン
５）対象区域の土地利用方針
６）ゾーニング図
７）開発行為等に対して配慮を求める追加基準

「ふるさとの保全と活用の方針」の公表
市町村のホームページにおける掲載を必須とし、その他、広報誌
やリーフレット等での公表も可能とする。

参考資料４

７

「ふるさとの保全と活用の方針」策定フロー


